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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示素子に表示される画像を、接眼光学系を介して観察する覗き込み式電子ビューファ
インダを備える画像表示装置であって、
　前記電子ビューファインダにおける視野角及び位置を設定する視野角設定部と、
　前記設定された視野角に基づいて前記表示素子上での画像の大きさを設定して、前記設
定された大きさに基づいて画像を生成し、前記表示素子の表示可能範囲のうち一部又は全
部に前記生成された画像を前記表示素子に表示させる画像生成部と、
　を備えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記画像生成部は、前記接眼光学系の光学性能情報を予め記憶し、前記画像を生成する
ときに、前記記憶された光学性能情報に基づいて前記画像を補正する補正演算部を備え、
　前記光学性能情報は、前記接眼光学系のディストーション、シェーディング及び色収差
のうち少なくとも一つを含み、
　前記補正演算部は、前記画像を生成するときに、前記画像のエッジ及び輝度のうち少な
くとも一つについて強調補正することを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接眼光学系を介して画像を観察する覗き式電子ビューファインダを備えた画
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像表示装置、撮像装置及び表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオカメラやデジタルカメラ等の撮像装置の一部の機種には、従来から電子ビューフ
ァインダ（ＥＶＦ）が用いられている。
【０００３】
　電子ビューファインダは、内部に備えられた小型の表示素子を、拡大レンズ等の接眼光
学系を介して拡大するように構成されている、ユーザは、この接眼レンズを覗き込むこと
によって拡大された画像を観察できる。表示素子は、例えば液晶パネルや有機ＥＬ等によ
って構成される。
【０００４】
　このような電子ビューファインダにおいて、画像を見やすくすることを目的として、フ
ァインダ内に表示される画像を拡大する機能を有するズーム機能付き電子ビューファイン
ダが知られている（特許文献１参照。）。
【０００５】
　また、背面に備えた大型の液晶パネルに、光学的なファインダアダプタを取り付けて表
示画面を縮小表示し、外光による影響を遮断して被写体を捉えやすく見やすい画面表示と
するよう構成した映像信号記録再生装置も知られている（特許文献２参照。）。
【０００６】
　また、画像の表示時に、撮像レンズのレンズ特性である像高対ディストーション曲線を
予め格納しておき、撮像された画像データを補正するデジタル撮像装置も知られている（
特許文献３参照。）。
【０００７】
　このような電子ビューファインダは、接眼光学系によって拡大された虚像を観察するた
め、人間の眼の特性により見やすさが左右される。具体的には、ユーザにより直視される
ため人間の視野の性質は、視覚特性を持っていることが知られている。この視野特性は、
大きく次の５つに区分される。
（１）弁別視野：視力、色弁別などの視機能が優れ、高精度な情報受容可能な範囲（数°
以内）
（２）有効視野：眼球運動だけで情報注視し、瞬時に特定情報を雑音内より受容できる範
囲（左右約１５°，上約８°，下約１２°）
（３）注視安定視野：頭部運動が眼球運動を助ける状態で発生し、無理なく注視が可能な
範囲（左右３０～４５°，上２０～３０°，下２５～４０°）
（４）誘導視野：提示された情報の存在が判定できる程度の識別能力しかないが、人間の
空間座標感覚に影響を与える範囲（水平３０～１００°，垂直２０～８５°）
（５）補助視野：情報受容は極度に低下し、強い刺激などに注視動作を誘発させる程度の
補助的なはたらきをする範囲（水平１００～２００°，垂直８５～１３５°）。
【０００８】
　電子ビューファインダに画像を表示する場合は、この視野特性が考慮される。
【特許文献１】特開平３－３４８０号公報
【特許文献２】特開２００４－４８８１６号公報
【特許文献３】特開平１１－２５２４３１号公報
【非特許文献１】Ｔ．Ｈａｔａｄａ　ｅｔ　ａｌ、「ＳＭＰＴＥＪ．，Ａｕｇｕｓｔ８９
」、１９８０年、ｐ．５６０－５６９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　近年、製造プロセスの改善等の要因によって表示素子の性能が向上しており、特に表示
素子の表示解像度（画素数）は高解像度化される傾向にある。
【００１０】
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　接眼光学系を備える電子ビューファインダに、このような高解像度の表示素子を用いた
場合は、人間の眼の分解能以上を確保するために、広視野を実現可能な接眼光学系が必要
となる。
【００１１】
　具体的には、接眼光学系により拡大された見かけの表示画像の画素と画素のピッチとを
、人間の視力１．０に相当するピッチとするためには、前記画素のピッチが１′の見込み
角度を有するように接眼光学系を設定する必要がある。
【００１２】
　そのため、例えばＳＶＧＡに相当する８００画素の表示素子を用いた場合は、人間の眼
の分解能を確保するために、１３．３°の視野角が必要となる。また、１９２０画素（Ｈ
Ｄ）の画像を表示するためには３２°の視野角を必要となる。
【００１３】
　このように、画素数の向上に伴って、大きな視野角が必要となることがわかる。
【００１４】
　一方で、前述の非特許文献のように、人間の視野は、有効に活用することができる範囲
は限られている。広い視野角を表示した場合には、周辺部の情報に対して認識することが
困難となる。特に視野角が３０°（注視安定視野）を越える場合には、画像全体を無理な
く注視を行うことが困難となってくる。
【００１５】
　また、前述の弁別視野や有効視野は人により異なる。そのため、電子ビューファインダ
を使用するユーザ毎に、最適な視野角は異なる。これに対応するために接眼光学系に視野
角を可変する機構（ズーム）を追加することも考えられるが、このような機構の追加によ
り、コストが上昇する。
【００１６】
　本発明はこのような問題点を鑑みてなされたものであり、特別な追加機構を用いること
なく、使用状況に対応して、またはユーザに応じて、表示状態（例えば、視野角や表示位
置）を容易に変更できる撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の一実施態様によると、表示素子に表示される画像を、接眼光学系を介して観察
する覗き込み式電子ビューファインダを備える画像表示装置であって、前記電子ビューフ
ァインダにおける視野角及び位置を設定する視野角設定部と、設定された視野角に基づい
て前記表示素子上での画像の大きさを設定して、前記設定された大きさに基づいて画像を
生成し、表示素子の表示可能範囲のうち一部又は全部に生成された画像を表示素子に表示
させる画像生成部と、を備えることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の一実施態様では、このように構成することによって、画像生成部における演算
のみで、表示画像の視野角の変更が行えるので、接眼光学系にズーム等の可変機構を追加
することがないので、コストを増加させることなく、ユーザの設定に基づいて、視野角を
変更することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によると、接眼光学系に可変機構を追加することなく、ユーザの設定に基づいて
、視野角の変更が行える画像表示装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の実施形態のカメラ１の機能ブロック図である。
【００２４】
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　なお、本実施形態のカメラ１は、撮像装置であるデジタルカメラを例に説明する。なお
、カメラ１は、デジタルカメラに限らず、ビデオカメラ、カメラ機能を備えたモバイル装
置、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）等、撮像機能を備える機器に適用することが
できる。
【００２５】
　図１に示すように、カメラ１は、撮像レンズ系１０１と、オートフォーカス（ＡＦ）機
構１０２と、絞り機構１０３と、シャッタ１０４と、撮像素子１０５と、撮像回路１０６
と、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換回路１０７と、画像処理部１０８と、ファインダ
画像生成部１０９と、電子ビューファインダ（ＥＶＦ）１１０と、バッファメモリ１１５
と、表示部（ＬＣＤ）１２０と、圧縮伸張部１２４と、インターフェース（Ｉ／Ｆ）１２
５と、記録媒体１２６と、ストロボ制御回路１２７と、ストロボ１２８と、操作部１３０
と、システムコントローラ１００と、を含んで構成される。
【００２６】
　撮像レンズ系１０１は、焦点位置を調節するためのフォーカスレンズや、焦点距離を調
節するためのズームレンズ等の各種レンズを含んで構成される。
【００２７】
　ＡＦ機構１０２は、撮像レンズ系１０１を駆動して、フォーカスを調節する。また、撮
像レンズ系１０１がパワーズーム可能なズームレンズ系である場合には、このＡＦ機構１
０２がズーム調節を行ってもよい。
【００２８】
　絞り機構１０３は、撮像レンズ系１０１の光路上に設けられた絞りと、この絞りを制御
するための制御機構とを含んで構成される。
【００２９】
　シャッタ１０４は、撮像レンズ系１０１から絞り機構１０３を介して入射する光束を、
撮像素子１０５へと入射させる時間を制御する。
【００３０】
　撮像素子１０５は、撮像レンズ系１０１からの光束を光電変換によって電気信号として
出力する。撮像回路１０６は、撮像素子１０５によって変換された電気信号をアナログ画
像信号として出力する。なお、撮像素子１０５は、例えばＣＣＤやＣＭＯＳ等のイメージ
センサによる撮像素子によって構成されている。
【００３１】
　アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換回路１０７は、撮像回路１０６によって出力された
アナログ画像信号をデジタル画像信号に変換して、変換されたデジタル画像信号をバッフ
ァメモリ１１５に記憶する。
【００３２】
　画像処理部１０８は、バッファメモリ１１５に記憶されるデジタル画像信号に対して、
色情報の変換処理、画素数の変換処理など各種のデジタル処理を行う。
【００３３】
　バッファメモリ１１５は、デジタル画像信号等を一時的に記憶する記憶装置であり、例
えばＳＤＲＡＭ（Synchronous Dynamic Random Access Memory）によって構成される。ま
た、バッファメモリ１１５は、画像処理部１０８、ファインダ画像生成部１０９、システ
ムコントローラ１００等で実行されるプログラムによる処理のワークエリアとしても使用
される。
【００３４】
　ファインダ画像生成部１０９は、ＥＶＦ１１０及びＬＣＤ１２０にデジタル画像信号を
表示させるための処理を行う。ファインダ画像生成部１０９は、後述する視野角の演算を
行う視野角演算部１０９ａと、光学性能補正の演算を行う光学性能補正演算部１０９ｂと
を備える。
【００３５】
　電子ビューファインダ（ＥＶＦ）１１０は、接眼光学系１１３を介して画像を観察する
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覗き込み式の電子ファインダであり、表示駆動部１１１と、表示素子１１２と、接眼光学
系１１３と、視度調整検出部１１４と、を含んで構成される。
【００３６】
　表示素子１１２は、例えば液晶パネルにより構成される。表示駆動部１１１は、ファイ
ンダ画像生成部１０９の処理によって表示素子を表示駆動して、デジタル画像信号を表示
させる。
【００３７】
　接眼光学系１１３は、ルーペのようなもので、表示素子１１２に表示される画像を、所
定の視野角を持った虚像として、観察者に観察可能に構成される。
【００３８】
　視度調整検出部１１４は、接眼光学系１１３に備えられた図示しない視度調整機構によ
り接眼光学系１１３の変動を検出して、システムコントローラ１００へ出力する。
【００３９】
　表示部（ＬＣＤ）１２０は、接眼光学系を介すことなく、ユーザが直接表示素子に表示
される画像を観察する、いわゆる背面液晶である。このＬＣＤ１２０は、表示駆動部１２
１と表示素子１２２とを含んで構成される。
【００４０】
　表示素子１２２は、例えば液晶パネルにより構成される。表示駆動部１２１は、ファイ
ンダ画像生成部１０９の処理によって表示素子を表示駆動して、デジタル画像信号を表示
させる。
【００４１】
　なお、ＥＶＦ１１０及びＬＣＤ１２０に備えられる表示素子１１２及び表示素子１２２
は液晶ディスプレイを例示したが、これに限られない。例えば、有機ＥＬ、ＬＥＤアレイ
、ＰＤＰ等、さまざまな構成を用いることができる。また、表示素子１１２及び１２２に
はバックライトが備えられ、表示駆動部１１１及び１２１によって、必要に応じて点灯制
御される。
【００４２】
　圧縮伸張部１２４は、バッファメモリ１１５に一時的に蓄積されたデジタル画像信号を
、例えばＪＰＧやＭＰＥＧ等の技術を用いて可逆圧縮する。また、記録媒体１２６に記憶
されたデジタル画像信号を伸張して、例えばバッファメモリ１１５に格納する。
【００４３】
　インターフェース（Ｉ／Ｆ）１２５は、記録媒体１２６との間でデータを送受信する。
記録媒体１２６は、スマートメディア、ＳＤカード、ｘＤピクチャーカード等のフラッシ
ュメモリ等により構成される。また、記録媒体１２６は、Ｉ／Ｆ１２５に対して着脱可能
に構成される。
【００４４】
　ストロボ１２８は、被写体を照明するための光源である。ストロボ制御回路１２７は、
所定量の電荷を蓄積可能なコンデンサを備え、コンデンサを充放電させることによってス
トロボ１２８に備えられる発光管を発光させ、ストロボ１２８の発光量を制御する。
【００４５】
　操作部１３０は、ユーザの操作を受け付けるインターフェースである。操作部１３０は
、例えば、スイッチや表示部１２０に組み込まれるタッチパッド等によって構成される。
具体的には、レリーズやカメラモードの切換、各種メニューの選択等の操作を受け付け、
システムコントローラ１００に通知する。
【００４６】
　また、操作部１３０は、ユーザによるＥＶＦ１１０における視野角や画像位置の設定の
入力を受け付ける画面位置設定部（視野角設定部）１３０ａと、ユーザによるＥＶＦ１１
０及びＬＣＤ１２０のいずれか一方又は両方の表示／非表示の設定の入力を受け付けるＥ
ＶＦ／ＬＣＤ切換部１３０ｂを備える。
【００４７】
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　システムコントローラ１００は、カメラ１内の各部を統括的に制御する。システムコン
トローラ１００は、例えばＣＰＵやフラッシュメモリ等を含んで構成される。このフラッ
シュメモリ等の不揮発性メモリからカメラ１の基本制御プログラムを読み出して、全体の
制御を行う。
【００４８】
　また、システムコントローラ１００は、操作部１３０からの入力を受け付けて、その入
力に応じた制御を行う。
【００４９】
　また、システムコントローラ１００は、ＡＦ機構１０２を制御して撮像レンズ系１０１
を制御して、フォーカス調整、ズーミングを行ったり、絞り機構１０３における絞り調整
や、シャッタ１０４を駆動してシャッタ速度の制御を行ったりする。
【００５０】
　以上説明したように、本発明の実施形態のカメラ１は、二つの表示部（ＥＶＦ１１０及
びＬＣＤ１２０）を備えている。このうち一方は、接眼光学系１１３を介して画像を観察
する覗き込み式電子ビューファインダ１１０である。他方は、接眼光学系を備えず、表示
素子１２２を直接観察できるいわゆる背面液晶である。
【００５１】
　システムコントローラ１００は、操作部１３０のＥＶＦ／ＬＣＤ切換部１３０ｂの入力
に基づいて、これら二つの表示部の表示を制御する。例えば、ＥＶＦ１１０とＬＣＤ１２
０とを同時に表示制御してもよい。また、ＥＶＦ１１０とＬＣＤ１２０とを排他的に表示
制御して、ＥＶＦ１１０を表示するときにＬＣＤ１２０を非表示とし、ＥＶＦ１１０を非
表示としてＬＣＤ１２０表示するように制御してもよい。
【００５２】
　また、ＥＶＦ１１０にユーザの接眼状態を検出するセンサ等を備え、システムコントロ
ーラ１００がユーザの接眼を検出したときに、自動的に切換を行ってもよい。
【００５３】
　このように構成されたカメラ１において、次にその動作を説明する。
【００５４】
　前述のように、カメラ１を構成する各部は、システムコントローラ１００によって制御
される。
【００５５】
　撮像レンズ系１０１を通過した被写体からの光束は、絞り機構１０３及びシャッタ１０
４により露出が制御されて、撮像素子１０５において電気信号に変換される。
【００５６】
　撮像回路１０６は、撮像素子１０５によって変換された電気信号をアナログ画像信号に
変換する。Ａ／Ｄ変換回路１０７は、このアナログ画像信号をデジタル画像信号に変換す
る。変換されたデジタル画像信号は、一旦、バッファメモリ１１５に記憶される。
【００５７】
　このとき画像処理部１０８は、デジタル画像信号について、色情報の変換処理、画素数
変換などの処理を行う。そして、画像処理部１０８によって画像処理が施されたデジタル
画像信号は、圧縮伸張部１２４において、例えばＪＰＥＧ等の圧縮処理が行なわれ、記録
媒体１２６に記憶される。
【００５８】
　なお、本実施の形態では、これら撮像レンズ系１０１、ＡＦ機構１０２、絞り機構１０
３、シャッタ１０４、撮像素子１０５、撮像回路１０６、Ａ／Ｄ変換回路１０７、画像処
理部１０８、バッファメモリ１１５等により、被写体からの光束を撮像して画像データを
生成する撮像部が構成されている。
【００５９】
　また、カメラ１の表示モードとして、撮像素子１０５によって撮像された画像をＥＶＦ
１１０やＬＣＤ１２０に表示する撮像ライブ表示（スルー画又はライブビュー表示とも呼
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ぶ）モードと、記録媒体１２６に記録された画像を表示する場合など、特にリアルタイム
性を要しない再生表示モードとがある。
【００６０】
　撮像ライブ表示モードは、撮像される画像情報をそのまま表示することができるため、
撮影時のファインダとして使用できる。
【００６１】
　システムコントローラ１００は、ユーザの指示があった場合に、撮像素子１０５に映さ
れた画像をリアルタイムで表示する撮影ライブ表示を行う。
【００６２】
　撮影ライブ表示モードでは、Ａ／Ｄ変換回路１０７によって変換されたデジタル画像信
号は、バッファメモリ１１５を介してファインダ画像生成部１０９に送られ、ＥＶＦ１１
０又はＬＣＤ１２０の画素数に対応した画像が生成される。生成された画像はＥＶＦ１１
０の表示駆動部１１１またはＬＣＤ１２０の表示駆動部１２１に送られ、それぞれの表示
素子１１２又は１２２に表示される。
【００６３】
　また、システムコントローラ１００は、ユーザの指示があった場合に、記録媒体１２６
に記録された画像の表示を行う。
【００６４】
　記録媒体１２６に記憶された画像は、Ｉ／Ｆ１２５を介して圧縮伸張部１２４により伸
張される。そして、画像処理部１０８において所定の画像処理を行った後、撮影ライブ表
示と同様の処理によって、ＥＶＦ１１０又はＬＣＤ１２０において画像が表示される。
【００６５】
　ここで、本願の実施の形態の撮影ライブ表示について説明する。
【００６６】
　一般的に、カメラのファインダという用途において、移動している物体に追従するよう
なフレーミング時は、画像の精細度よりも全体を認識することが重要となる。すなわち、
視野角が大きくなり過ぎると前記全体を認識することが困難となる。
【００６７】
　一方で、ピントの正確な合焦においては、より高精細な画像の表示が要求される。視野
角が大きいことが障害にならない場合には視野角を最大限に確保して表示する。
【００６８】
　このようなファインダの用途において、ファインダに光学的なズーム機構を備えて、表
示画像の視野角を変更することも可能である。しかしながら、光学的なズームを用いた場
合は、表示素子に表示される画素数は変わらない。さらに、人間の分解能以上の視野角の
縮小を行った場合には、高精細な画像を表示してもこれを認識することはできないために
、高精細な表示が無駄となってしまうとともに、ズーム機構の部材費が生じてコストアッ
プを生じる。
【００６９】
　また、高精細な画像を処理することによって消費電力が増大することとなり、かつ、画
像の情報量の増大に伴う画像処理時間もより必要となり、画像を表示するまでに必要な時
間が増大する。また信号処理部の高性能化が必要となるためコストアップとなる。
【００７０】
　このように、ユーザの使用形態によって視野角を簡便に変更できるようにすることが、
特にファインダにおいては重要である。
【００７１】
　ＥＶＦ１１０のような覗き込み式のファインダでは、ユーザは、被写体の種類に対応し
て表示する視野角や目線を設定することが望ましい。すなわち、人間の眼の特性として、
視野角に対応して情報の受容の精度が被写体によって、また人によって異なる。
【００７２】
　そのため、前述の撮像ライブ表示モード時は、ユーザの使用条件に応じて変更を容易と
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することが望ましい。
【００７３】
　一方で、撮像ライブ表示モード以外のモード、例えば、記録媒体に記憶された画像情報
を表示する場合では、視野角や目線の変更は行わない。
【００７４】
　そこで、本願の実施形態では、以下に示す処理によって、ファインダ（ＥＶＦ１１０）
の視野角を容易に変更できるように構成した。
【００７５】
　図２は、本発明の実施形態のカメラ１におけるＥＶＦ１１０の表示処理のフローチャー
トである。
【００７６】
　この図２に示すフローチャートの処理は、システムコントローラ１００内に備えられる
ＥＶＦ制御部１００ｂが、ＥＶＦ１１０への画像表示の要求（例えば、撮像ライブ表示の
指示や、記録媒体１２６に記憶された画像の表示の指示）があったときに実行する。
【００７７】
　なお、ＥＶＦ１１０への表示は、操作部１３０のＥＶＦ／ＬＣＤ切換部１３０ｂにおい
て、ＥＶＦ１１０側への切換をシステムコントローラ１００が検出したときに行われる。
【００７８】
　まず、ＥＶＦ制御部１００ｂは、ＥＶＦ１１０における視野角の設定指示があるか否か
を判定する（Ｓ１１）。
【００７９】
　なお、視野角の設定指示及びステップＳ１３における表示位置の設定指示は、システム
コントローラ１００が、操作部１３０の画面位置設定部１３０ａへのユーザからの指示が
あったか否かによって判定する。
【００８０】
　視野角の設定指示があると判定した場合は、ＥＶＦ制御部１００ｂは、操作部１３０の
画面位置設定部１３０ａにおいてユーザにより入力された視野角を検出する（Ｓ１２）。
【００８１】
　視野角の設定指示がないと判定した場合は、ステップＳ１２の処理を実行することなく
ステップＳ１３に移行する。
【００８２】
　次に、ＥＶＦ制御部１００ｂは、ＥＶＦ１１０における表示位置の設定指示があるか否
かを判定する（Ｓ１３）。
【００８３】
　表示位置の設定指示があると判定した場合は、ＥＶＦ制御部１００ｂは、操作部１３０
の画面位置設定部１３０ａにおいてユーザにより入力された表示位置を検出する（Ｓ１４
）。
【００８４】
　表示位置の設定指示がないと判定した場合は、ステップＳ１４の処理を実行することな
くステップＳ１５に移行する。
【００８５】
　次に、ＥＶＦ制御部１００ｂは、表示する画像について、視野角を演算する（Ｓ１５）
。
【００８６】
　この視野角の演算の処理は、ファインダ画像生成部１０９の視野角演算部１０９ａによ
り実行される。なお、その詳細は図３において後述する。
【００８７】
　次に、ＥＶＦ制御部１００ｂは、表示する画像に対して、光学性能補正を演算する（Ｓ
１６）。
【００８８】
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　光学性能補正とは、ＥＶＦ１１０の接眼光学系１１３が有するディストーション等を補
正する処理である。この光学性能補正演算の処理は、ファインダ画像生成部１０９の光学
性能補正演算部１０９ｂにより実行される。なお、その詳細は図４において後述する。
【００８９】
　次に、ＥＶＦ制御部１００ｂは、表示位置を設定し、ＥＶＦ１１０に画像を表示する（
Ｓ１７）。
【００９０】
　この表示位置の設定処理は、システムコントローラ１００の画面位置制御部１００ａに
より実行される。なお、この処理は図５において後述する。
【００９１】
　ステップＳ１７の処理の後、ＥＶＦ制御部１００ｂは、ステップＳ１１に戻り、処理を
繰り返す。
【００９２】
　以上のような処理によって、撮像ライブ表示モード時など、ＥＶＦ１１０に画像を表示
する際に、ユーザ所望の視野角及び表示位置での画像表示がされる。
【００９３】
　図３は、ＥＶＦ１１０における視野角の設定処理を示す説明図である。
【００９４】
　ＥＶＦ１１０は、表示素子１１２を接眼光学系１１３で拡大する。ユーザは、その虚像
を観察する。
【００９５】
　ここで、一例として、表示素子１１２がＳＶＧＡ（８００×６００画素）であり、垂直
方向の最大の視野角が３０°に設定された場合を説明する（図３（ｂ）参照）。なお、こ
の３０°とは、前述の非特許文献１における「注視安定視野」に対応する視野角であり、
頭部運動が眼球運動を助ける状態で発生し、無理なく注視が可能な範囲の視野角である。
【００９６】
　このＥＶＦ１１０において、視野角を変更する場合は、表示素子１１２を一部分のみの
表示とすることで、視野角が変更される。
【００９７】
　ユーザによって視野角の設定が指示された場合は、システムコントローラ１００のＥＶ
Ｆ制御部１００ｂは、ファインダ画像生成部１０９の視野角演算部１０９ａに対して、表
示画像を当該設定視野角での表示となるように指示を行う。
【００９８】
　視野角演算部１０９ａは、次の数式１のような演算を行うことにより、当該視野角で表
示される画像の画素数を得る。
【００９９】
【数１】

【０１００】
　具体的には、表示素子１１２の全画素での視野角が３０°（垂直方向画素数６００画素
）であり、ユーザの設定視野角が２０°であった場合は、前数式により、３９４．８≒３
９５画素が得られる。
【０１０１】
　なお、この視野角２０°とは、前述の非特許文献１における「有効視野」よりに対応す
る視野角であり、ユーザが、眼球運動だけで情報注視し、瞬時に特定情報を雑音内より受
容できる範囲の視野角である。通常時において３０°の視野角のあるＥＶＦ１１０におい
て、動態物の撮影など、画像全体を無理なく一覧したい場合などは、このように有効視野
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に対応する視野角に変更することによって、ＥＶＦ１１０の見やすさが向上する。
【０１０２】
　ファインダ画像生成部１０９は、表示画像を、演算によって得られた垂直方向画素３９
５画素となるような画像として生成し、生成された画像をＥＶＦ１１０に表示させる（図
３（ｂ）参照）。
【０１０３】
　なお、ここでは垂直方向の視野角を一例として説明したが、水平方向の視野角を設定し
てもよいし、対角方向の視野角を設定してもよい。
【０１０４】
　このような処理により、ユーザにより指示された視野角の画像に対応する解像度を持っ
た画像が生成され、ＥＶＦ１１０に表示される。
【０１０５】
　図４は、ＥＶＦ１１０における光学性能補正処理を示す説明図である。
【０１０６】
　ＥＶＦ１１０に用いられる接眼光学系１１３は、固有の光学性能を有している。この固
有の光学性能には、例えば、ディストーション、色収差、像高特性、シェーディング等が
含まれている。このため、ＥＶＦ１１０では、特に辺縁部は、直線か否かの感度が高く、
矩形状に観察出来ない場合の違和感を生じる。
【０１０７】
　そこで、ＥＶＦ１１０に画像を表示する処理を行うときに、ディストーション等を補正
する処理を同時に行うことによって、違和感の少ない品位の良い表示を行うことが可能と
なる。
【０１０８】
　図４（ａ）は、接眼光学系１１３におけるディストーションの一例である樽型のディス
トーションでの表示状態を示す。また、図４（ｂ）は、接眼光学系１１３の像高とディス
トーションとの関係を示す。
【０１０９】
　ファインダ画像生成部１０９は、接眼光学系１１３に固有のこれらディストーションや
像高のデータを予め記憶している。
【０１１０】
　そして、ＥＶＦ１１０での画像表示時に、前述のステップＳ１６において、ファインダ
画像生成部１０９の光学性能補正演算部１０９ｂが、記憶された像高やディストーション
に関する情報を取得する。そして、光学性能補正演算部１０９ｂは、取得した情報に基づ
いて、表示画像の補正を行う。表示画像の補正により作成された画像を図４（ｃ）に示す
。
【０１１１】
　この図４（ｃ）を表示素子１１２に表示した結果、図４（ｄ）に示すように、ディスト
ーション等が補整された画像をＥＶＦ１１０に表示することができる。
【０１１２】
　なお、ＥＶＦ１１０に、視度を調整するための機構を設け、視度調整検出部１１４が、
視度調整機構の視度位置を検出することにより、視度位置毎の演算を行うこともできる。
【０１１３】
　また、接眼光学系１１３だけでなく、撮像レンズ系１０１の光学性能データを取得し、
ＥＶＦ１１０での表示時に、撮像レンズ系１０１と接眼光学系１１３との両方の補正デー
タによって画像の補整を行うように構成してもよい。
【０１１４】
　なお、撮像レンズ系１０１の光学性能データは、例えば、レンズ交換時等に、システム
コントローラ１００が撮像レンズ系１０１と通信を行うことによって、撮像レンズ系１０
１の情報を取得することができる。
【０１１５】
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　図５は、ＥＶＦ１１０における表示位置の一例の説明図である。
【０１１６】
　図５（ａ）は、ＥＶＦ１１０の表示において、表示素子１１２の全画面での表示を示す
。この状態では、接眼光学系１１３で定められる視野角で表示される。すなわち、前述の
図３のように、３０°の視野角の画像を表示している。
【０１１７】
　ここで、ユーザにより視野角の変更が指示されると共に、表示位置の設定の指示があっ
た場合（図２のステップＳ１４）は、システムコントローラ１００の画面位置制御部１０
０ａが、その指示に基づいて、画像の表示位置を設定する。
【０１１８】
　表示位置の設定は、ユーザによる画面位置設定部１３０ａへの設定により行われる。例
えば、ＥＶＦ１１０における上下左右端側へのオフセットとして設定してもよいし、画面
中止位置から上下左右方向への数値として入力させてもよい。また、表示位置だけでなく
、視野率を設定することもできる。
【０１１９】
　図５（ｂ）は、ＥＶＦ１１０の表示において、ユーザの設定によって視野角が２０°に
設定された場合を示す。
【０１２０】
　図３で前述したように、視野角を２０°に設定した場合は、垂直方向画素が３９５画素
の画像が生成される。なお、画像が表示されない部分は、観察を妨げないように黒色に塗
りつぶされて表示される。
【０１２１】
　図５（ｃ）は、ＥＶＦ１１０の表示において、ユーザの設定によって視野角が２０°に
設定され、かつ、表示位置が「下側」に設定された場合を示す。
【０１２２】
　図３で前述したように、視野角を２０°に設定した場合は、垂直方向画素が３９５画素
の画像が生成される。ここで、表示位置が設定された場合は、システムコントローラ１０
０の画面位置制御部１００ａによって、表示素子１１２での表示位置が指示され、ファイ
ンダ画像生成部１０９は、該当位置に画像が表示されるように制御する。具体的には、表
示素子１１２上の表示開始位置の座標を設定する。
【０１２３】
　個人差はあるが、一般的に、目線を下側に設定した方が眼の疲労が軽減される場合があ
る。そのため、視野角を縮小側に設定した場合に、同時に表示位置を下側に設定すること
ができる。
【０１２４】
　図５（ｄ）は、ＥＶＦ１１０の表示において、ユーザの設定によって視野角が２０°に
設定され、かつ、目線が右上に設定された場合を示す。
【０１２５】
　図３で前述したように、視野角を２０°に設定した場合は、垂直方向画素が３９５画素
の画像が生成される。また、システムコントローラ１００の画面位置制御部１００ａによ
って、表示位置が設定される。
【０１２６】
　カメラ１によっては、ＥＶＦ１１０を覗き込むときにユーザの鼻の位置がカメラ本体と
干渉してしまい、カメラに対して眼を左下にずらして覗き込む必要がある。そのため、視
野角を縮小側に設定した場合に、表示位置を右上に設定することによって、表示の観察が
より容易となる。
【０１２７】
　図５（ｅ）は、ＥＶＦ１１０の表示において、ユーザの設定によって視野率が６６％に
設定された例を示す。
【０１２８】
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　視野率とは、表示されうる画像領域のうち、実際に表示する画像の領域の割合を示すも
のであり、百分率によって設定する。視野率を設定することによって、表示画面の一部を
トリミングすることができる。
【０１２９】
　図５（ｅ）に示す例では、表示されうる画像のうち中心から６６％の領域のみを切り出
し、この切り出された領域が２０°の視野角として表示される。また、視野率を越える範
囲は半透明の表示として、実際に表示されうる画像を透過して表示する。なお、この半透
過の領域に視野率等の情報を付加して表示することもできる。
【０１３０】
　これら図５（ｂ）から（ｅ）に示すように、ユーザの設定に基づいて、ＥＶＦ１１０に
おける視野角、表示位置及び視野率等を、さまざまな態様に設定することが可能となる。
また、これら視野角、表示位置及び視野率の演算は、前述した演算方法に限られることは
なく、公知の様々な方法を用いることができる。
【０１３１】
　なお、視野角を変更したときに画像が表示される領域以外の背景部分は、黒色表示に限
られない。例えば、表示色をユーザによって選択するように構成してもよい。また、背景
部分に撮像条件等の情報を表示することもできる。
【０１３２】
　また、前述の視野角等の演算処理を行うときに、光学性能補正演算部１０９ｂが、エッ
ジ強調や輝度強調等、視認性を高める処理を並行して行ってもよい。このような処理を行
うことで、被写体の認識が容易となり、ピント確認も行い易くすることができる。
【０１３３】
　また、光学性能補正演算部１０９ｂが、顔認識のような被写体認識処理を行って、被写
体の位置及びその情報を示すようなＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）表示
や、被写体のハイライト表示等を同時に行ってもよい。
【０１３４】
　また、このようなエッジ強調やＯＳＤ表示等の画像処理は、本発明で実施する画面位置
の変更を行う演算処理部の前処理または後処理とすることができる。
【０１３５】
　また、このような画像処理以外にも、デジタルカメラやデジタルビデオ等で一般的に行
われている画像処理（疑似カラー、モノクロ、セピア、ゼブラ、等の表示）を、行っても
よい。
【０１３６】
　また、図５（ｃ）や（ｄ）に示す例のように、中心対称ではない画像表示では、光学性
能による歪み等が左右や上下に非対称となり、また、特に画面の辺縁部の矩形形状はユー
ザが歪みをより視認し易いため、更なる違和感をユーザに与える場合がある。
【０１３７】
　そこで、これら表示位置に対応して、図４で説明した光学性能補正処理を行うことによ
って、より違和感の少ない品位の良い画像表示を行うことが可能となる。
【０１３８】
　以上のように、本発明の実施の形態では、接眼光学系を介して画像を観察する覗き込み
式電子ビューファインダ１１０において、ユーザの設定に基づいて視野角を設定し、該視
野角に対応した画像を生成して電子ビューファインダ１１０に表示する。このように構成
することによって、接眼光学系１１３にズーム等の可変機構を追加する必要がないため、
コストを増加させることなく、所望の視野角での画像表示ができる。
【０１３９】
　また、視野角を縮小側に変更したときは、画素数が減少して高精細な画像の処理を必要
としないため、消費電力を低減でき、バッテリの持続時間を向上することができる。
【０１４０】
　また、一般的にユーザ毎に眼の特性は異なるが、ユーザにより任意に視野角を設定でき
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るように構成したので、ユーザ毎に最適な視野角に設定できる。
【０１４１】
　また、視野角の設定と共に、ＥＶＦ１１０における表示位置を、ユーザの設定に基づい
て設定できるので、視野角やユーザの使用態様に応じて、最適な表示位置を設定すること
ができる。
【０１４２】
　特に、電子ビューファインダ１１０は、通常時は、注視安定視野に対応する視野角（３
０°以上）とし、ユーザの要求があったときに、例えば有効視野に対応する視野角（１５
°～２０°）として画像全体を縮小表示することによって、必要時に、画像全体を無理な
く一覧できるように表示させることができる。
【０１４３】
　また、視野角を変更するときに、同時に、接眼光学系１１３の有する光学特性（ディス
トーション、シェーディング、色収差、像高）等の補正するように構成したので、より違
和感の少ない品位の良い画像表示を行うことが可能となる。またこのとき同時に、エッジ
強調や輝度強調等、視認性を高める処理を行うように構成したので、被写体の認識が容易
となり、ピント確認も行い易くすることができる。
【０１４４】
　またさらに、本願の実施形態は、撮像レンズ系１０１からの光束を撮像素子１０５によ
って撮像する撮像部を備えており、この撮像部によって撮像された画像について、前述の
視野角、表示位置の設定、光学特性の補正等を行うため、撮像中の画像をリアルタイムで
表示する撮像ライブ表示モード（いわゆるライブビュー）においても、コストを増加させ
ることなく、ユーザの要求に基づいた最適な表示ができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明の実施形態のカメラの構成を示す説明図である。
【図２】本発明の実施形態の画像表示処理のフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態の視野角の設定処理を示す説明図である。
【図４】本発明の実施形態の光学性能補正処理を示す説明図である。
【図５】本発明の実施形態の表示位置の一例の説明図である。
【符号の説明】
【０１４６】
　１　　カメラ（デジタルカメラ）
　１００　　システムコントローラ
　１００ａ　　画面位置制御部
　１００ｂ　　ＥＶＦ制御部
　１０１　　撮像レンズ系
　１０５　　撮像素子
　１０６　　撮像回路
　１０７　　Ａ／Ｄ変換回路
　１０８　　画像処理部
　１０９　　ファインダ画像生成部
　１０９ａ　　視野角演算部
　１０９ｂ　　光学性能補正演算部
　１１０　　電子ビューファインダ（ＥＶＦ）
　１１１　　表示駆動部
　１１２　　表示素子
　１１３　　接眼光学系
　１１４　　視度調整検出部
　１１５　　バッファメモリ
　１２０　　表示部（ＬＣＤ）
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　１２４　　圧縮伸張部
　１２５　　インターフェース（Ｉ／Ｆ）
　１２６　　記録媒体
　１２７　　ストロボ制御回路
　１２８　　ストロボ
　１３０　　操作部
　１３０ａ　　画面位置設定部
　１３０ｂ　　ＥＶＦ／ＬＣＤ切換部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図５】
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